
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様へのお便り 

防災おうめ   掲 示 板 用  

  

防火・防災に関するお問合せ 

青梅消防署 
 

青梅市師岡町３－２－５  ０４２８－２２－０１１９ 

日向和田出張所 

 

青梅市日向和田２－３０９－１  ０４２８－２４－０１１９ 

長淵出張所 
 

青梅市長淵３－２０３－３  ０４２８－２１－０１１９ 

新生活が始まる機会に家具転対策を見直そう 

もうすぐ、就職・転勤・入学など、新しい生活が始まる季節です。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅で過ごす時間が増加している昨今、家具などを

動かす引っ越しや模様替え、テレワーク環境の整備のタイミングに、家具類の転倒・落下・移動

防止対策（以下「家具転対策」という。）を見直しましょう。 

 

≪家具類の転倒・落下・移動がもたらす「３つの危険」≫ 

大きな地震が発生すると、部屋の中では「３つの危険」が発生するのを知っていますか？ 

１ 「けが」の危険 

  大きな地震が発生すると、家具などが倒れて下敷きになったり、上

から落ちてきたものがぶつかったり、割れた食器やガラスの破片を踏

んだりして、けがをすることがあります。 

近年、日本で発生した大きな地震でけがをした人のうち、約３０％

～５０％が、家具類の転倒・落下・移動が原因によるものでした。 

令和４年２月  ２２６ 

青梅防火防災協会 

青梅消防署 

 

 

２ 「火災」の危険 

過去に発生した大きな地震では、家具類の転倒・落下・移動によっ

て火災が発生した事例がありました。 

地震で家具類の収容物（本棚の本など）が落下したり、家具が倒れ

たりすることで、ストーブの電源スイッチが押され、近くにあった燃

えやすいものに火が付き火災が発生することがあります。 

 

 

３ 「避難障害」の危険 

出入口付近に家具転対策を実施していない家具を配置してしまう

と、地震により転倒するなどした家具が扉や窓を塞ぎ、逃げられなく

なること（避難障害）があります。 

安全・確実に避難するためには、出入口付近や避難経路に家具を置

かないことや、家具を置く向きを工夫するなど、レイアウトを考える

ことが非常に大切です。 

 

新型コロナウイルス感染防止を徹底しましょう！！ 

 

家具転対策については、東京消防庁ホームページに掲載

中の「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」

をご覧ください。家具転対策ホームページでは、家具転ハ

ンドブック以外にも、家具転啓発プロモーションビデオ

や、過去の地震の調査資料なども公開していますので、ぜ

ひ一度ご覧ください。 

 

家具類の転倒・落下・移動防止対策 

ハンドブック 
家具転対策ホームページ 


